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令和4年度厚生労働省委託事業成年後見制度利用促進現状調査
事業成果物より引用（講師は共同制作メンバーの一人）



令和4年度厚生労働省委託事業成年後見制度利用
促進現状調査事業成果物より引用



令和2年度厚生労働省委託事業「後見人等への意思決定
支援研修スライド」から引用し、本研修用に一部改変



令和2年度厚生労働省委託事業「後見人等への意思決定
支援研修スライド」から引用し、本研修用に一部改変



厚生労働省 ご本人らしい生き方にたどり着く意思決定支援のために（2022年）2頁より引用



こんな時、あなたなら、どうしますか？

支援者Aさんの考え支援者Aさんの考え

大きな犬を飼いたいって言っても、そもそ
もペット一度も育てたことないよね・・・？
このグループホームはペット禁止なんだし、
諦めてもらうよう説得するしかないか・・・。
万が一何かあってからでは遅いし、私も
責任は取れないし・・・。正しい選択がで
きるように導いてあげるのも意思決定支
援だよね。
どうしようかな。頭ごなしで言っちゃうと怒
るだろうし。・・・そうだ！ぬいぐるみだった
らグループホームでも大丈夫だろうし、F
さんも喜ぶだろうから、大きな犬のぬいぐ
るみを買ってあげよう！

本人が決めたことなんだから、その結果、

支援者Bさんの考え

Fさんが「犬を飼いたい」って言っている
のだから、それをとことん実現してあげる
のが意思決定支援でしょう。
とにかくグループホームにお願いして、犬
を飼えるように働きかけなきゃ。それで
もだめなら、犬が飼えるよう住まいを見
つけて転居するしかないか。
本人が決めたことなんだから、その結果、
グループホームを追い出されちゃったり、
お金が無くなっちゃったりしたとしても、
自己責任だよね。



意思決定支援

支援付き 意思決定

ってなんだろう？

そもそも・・・・

「本人の意思を尊重」することと同じ？違う？



なぜ「意思決定支援」への関心が高まり
つつあるのでしょうか？

2014年1月 障害者権利条約を日本が批准
批准国は、最善の利益に基づく代行決定制度から、本人の意思、選好及び価値観を
重視した「支援付き意思決定」制度への転換が求められた。
2017年3月 成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定
利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善のために、意思決定支援・身上保護
も重視した後見人の選任・交代が求められた。
2017年3月～2020年10月 「意思決定支援」ガイドライン登場
障害福祉サービスを受けている人、認知機能が低下しつつある人、人生の最終段階に
おいて医療ケアが必要とされている人、成年被後見人など、さまざまな対象者を支援す
るための、各種「意思決定支援」ガイドラインが厚生労働省等から策定された。
2022年8月 国連障害者権利委員会による対日審査
2022年10月 同委員会による総括所見（勧告）
2024年1月 共生社会の実現を推進するための認知症基本法施行
同年4月 法制審議会民法（成年後見等関係）部会が発足



Ⅰ 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標
～基本的な考え方：地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進～

○ 地域共生社会は、「制度・分野の枠や『支える側』と『支えられる側』という従来の関係を超えて、住み慣れた地域において、人と人、

人と社会がつながり、すべての住民が、障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活を継続することができるよう、社会全体で支え

合いながら、ともに地域を創っていくこと」を目指すもの。

○ 第二期基本計画では、地域共生社会の実現という目的に向け、本人を中心にした支援・活動における共通基盤となる考え方として「権利

擁護支援」を位置付けた上で、権利擁護支援の地域連携ネットワークの一層の充実などの成年後見制度利用促進の取組をさらに進める。
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成年後見制度利用促進法 第1条 目的

地域共生社会の実現

包括的・重層的・多層的な支援体制と地域における様々な支援・活動のネットワーク

権利侵害の回復支援意思決定支援

権利擁護支援
（本人を中心にした支援・活動の共通基盤となる考え方）

自立した生活と地域社会への包容

権利擁護支援の
地域連携ネットワーク

高齢者支援の
ネットワーク

障害者支援の
ネットワーク

子ども支援の
ネットワーク

生活困窮者支援の
ネットワーク

地域社会の見守り等の
緩やかなネットワーク

第13回成年後見制度利用促進専門家会議
（2022年5月18日）資料1-2を引用



障害者権利条約のコンセプト

『保護・医学モデル』⇒『人権・社会モデル』

支援付き意思決定の仕組みの確立

Ver.2



28.一般的意見第1号（2014年）法律の前にひとしく
認められることを想起しつつ、委員会は以下を締約国に
勧告する。
(a) 意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全
ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者
が、法律の前にひとしく認められる権利を保障するために
民法を改正すること。
(b) 必要としうる支援の水準や形態にかかわらず、全て
の障害者の自律、意思及び選好を尊重する支援を受け
て意思決定をする仕組みを設置すること。

障害者権利条約第12条

障害者権利委員会の総括所見

仮訳：外務省



法制審議会第１９９回会議配布資料より引用



法制審議会第１９９回会議配布資料より引用



本人

権利擁護支援チームによる支援

専門員派遣

豊田市地域生活意思決定支援事業の特徴

本人の意思に基づく生活
の実現に向けた
○ 日常的な金銭管理支援
○ 利用料等支払い支援

生活基盤サービス事業者

○ 家族による支援や成年後見制度に求められてきた「①金銭管理・②意思決定支援・③後方支援と支援の監督」の役割
を３つに分解している。

○ ①～③の役割は、「市民・福祉関係者・多様な主体による合議体」が、各々の特性を活かす形で担当している。
○ 本人は、豊田市の事業を利用することで、①～③に関する支援を受けて地域生活を継続することが可能になる。

とよた意思決定フォロワー

○ 定期的な訪問（月２回程度）
○ 本人の意思決定の後押し
（本人の意思形成・表明・実現支援）

豊田市権利擁護支援委員会

■ 事務局（豊田市及び委託先の社会福祉法人）
○ 意思決定フォロワーや生活基盤サービス事業者の相談・月次報告の対応

■ 合議体（当事者、社会福祉・司法専門職、市民等）
○ 毎月定例協議（活動・支援確認、金銭管理監督担当の専門員の選定など）
○ 本人にとって重要な意思決定・契約等を行う際の対応の助言

■ 権利擁護支援専門員（弁護士・司法書士・ピアサポーター等）
○ 金銭管理監督担当：四半期ごとの金銭管理の状況確認
○ 意思決定支援担当：本人意思との相違・支援の疑義が生じた際の対応

ケアマネジャー
相談支援専門員

介護・福祉・医療関係者

友人・地域の人など

金融など民間の事業者

2024/2/23
第2回意思決定支
援実践シンポジ

ウム見逃し配信



16

Yahoo!ニュース
特集
「本当は何を望
んでいるの？」

2017/10/26(木) 
配信

関連記事はSDM-Japanページへ
https://sdm-japan.net/who-we-are/publications











意思決定全体のプロセス

意思決定支援（支援付き意思決定）＝本人が意思決定主体

代行決定＝第三者が意思決定主体

①表出された意思・心からの希望の探求

③本人にとっての最善の利益の追求

「（客観面を重視した）最善の利益」を「支援付き意思決定」の場面に持ちこむと
・・・本人意思が引っ張られて、事実上の「代行決定」になりやすい？

意思決定支援（支援付き意思決定）と
代行決定の違いを意識する

支援を尽くしても本人の意思決定・意思確認がどうしても困難な場合等

意思推定すら困難な場合、見過ごすことのできない重大な影響がある場合等

②合理的根拠に基づく意思推定（意思と選好に基づく最善の解釈）



厚生労働省 ご本人らしい生き方にたどり着く意思決定支援のために（2022年）8頁より引用



客観的な最善の利益型視点に基づく
…意思決定支援？あるある
ホームセンターに行きたいんだ。
⇒ 途中で道に迷っちゃうと心配だから・・・やめてね？
自転車を使いたいんだよ。
⇒ 私たちが車で連れて行ってあげるからいいでしょ？
ゆっくりと材料を選びたいんだ。
⇒ 必要なものは私たちが買ってきてあげるからね。
ホームセンターの隣のコーヒー店で一服・・・
⇒ コーヒーならヘルパーさんに入れてもらえばいいじゃない？

…「心配」だから、私たちに任せてね！
＝最善の利益(良かれと思って・・・）？



ホームセンターに行きたいんだ。
⇒ 途中で道に迷っちゃうと心配だから・・・やめてね？
自転車を使いたいんだよ。
⇒ 私たちが車で連れて行ってあげるからいいでしょ？
ゆっくりと材料を選びたいんだ。
⇒ 必要なものは私たちが買ってきてあげるからね。
ホームセンターの隣のコーヒー店で一服・・・
⇒ コーヒーならヘルパーさんに入れてもらえばいいじゃない？

…私たちはあなたが「心配」なんですよ。

ホームセンターでどんなことをしているの？

ホームセンターと自宅の間にはどんな楽しみがあるの？

材料を選ぶときにどんなことを考えているの？

あなたにとって落ち着ける場所はどんなところ？

本当は何を望んでいるの？
思いを実現するための工夫も一緒に考えよう！

本人の奥底にある希望(感情)を引き出すためには
「最善の利益」の発想から一旦離れる必要あり。



意思決定支援に関する誤認、あるいは注意点
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• ａ．意思決定支援をやると意思決定できるという誤認。

• ｂ．意思決定支援をやったら意思決定してもらわないといけ
ないという誤認。

• ｃ．意思決定支援のゴールが意思決定にあるという誤認。

• ｄ．「意思決定支援しなくて良いときは支援しない」があること
の確認。

一社）日本意思決定支援ネットワーク代表
名川勝氏作成スライドより引用（2022）



意思決定支援のゴール

• ａ．意思決定支援のゴールは主権の維持にある。そしてそれは、
choice and control を保障することである。そしてそれの関連として、
自己効力感（self-efficacy）の向上や関係性の向上がある。

• ｂ．前述の誤認を加速（助長）させるのが、「決めなければいけない」
事態。

「意思決定支援」における私たちの仕事は、
何を提供すべきかではなく、

本人が何を言いたいか、何を望んでいるかを
聞くこと。知ること。

一社）日本意思決定支援ネットワーク代表
名川勝氏作成スライドより引用（2022）



意思決定支援事態の多くは、しなけ
ればならない他者もしくは周囲から
の始発による解決要請事態？

そのような要請事態は、自分の用意したわけではない環境提供
や情報整理がなされ、心理的には認識枠組みが本人にとって
不慣れである。そのため理解や判断、決定はいっそう困難。

→意思決定支援と言っている場面の多くは、自分から考
えたり決めたりしないことじゃなくて、決めろと（決めてくだ
さいと）言われて決めることばかりではないでしょうか？

【例えば、急に「どこに住みたい？」と聞かれても、私たち
も答えられない】

研究班 名川勝委員作成スライドより
引用（2019.5.31）



日常生活における
意思決定の支援との接続

エンパワメントモ
デルの相

レスキューモデル
の相

“決めなければならない”事
態に対応

“決めたいこと”に対応
決めやすい環境形成
自己効力感（セルフ・
エフィカシー）を高める
選好の収集

エンパワメントモ
デルの相

（日常生活） （日常生活）（非日常的な事態）

“決めたいこと”に対応
決めやすい環境形成
自己効力感（セルフ・
エフィカシー）を高める
選好の収集

（情報を反映） （支援結果を考慮）

研究班 名川勝委員作成スライドより
引用（2019.5.31）



意思決定支援（支援付き意思決定）を
適切に理解するための４つのポイント

支援付き意思決定（意思決定支援）は、障害者権利条約
に基づく「社会モデル」「人権モデル」の考え方が基礎にあること。
本来の意思決定支援は、どんな人にも意思があることを大前提
に、「本人の心からの希望」の探求から始まるものであること。
意思決定支援を取り組むにあたっては、最善の利益に寄りがち
な「支援者フィルター」や周囲の理解も含めた「支援者側の壁」
がある。そのため、ガイドライン等を活用し、意思決定支援に取り
組みやすくなるチーム体制の構築が重要であること。
意思決定支援のゴールは個々の意思決定そのものではなく、本
人のチョイス＆コントロール（自己選択と主導権）が保障される
ことで、自己効力感が高められていくことに重要な意義があること。



意思決定支援のプロセス
～各種ガイドラインの共通項～



５つの「意思決定支援」 ガイドライン
（ 時点）

障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイド
ライン
（2017.3 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部）
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定
支援ガイドライン
（2018.6 厚生労働省 老健局総務課認知症施策推進室）
人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに
関するガイドライン
（2018.3 厚生労働省 医政局地域医療計画課）
身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援
に関するガイドライン（2019.5 厚生労働省 医政局総務課）
意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン
（2020.10 意思決定支援ワーキング・グループ）



令和4年度厚生労働省委託事業成年後見制度利用
促進現状調査事業成果物より引用



令和4年度厚生労働省委託事業成年後見制度利用
促進現状調査事業成果物より引用



令和4年度厚生労働省委託事業成年後見制度利用

促進現状調査事業成果物より引用



令和4年度厚生労働省委託事業成年後見制度利用
促進現状調査事業成果物より引用



厚生労働省 後見人等を対象とした意思決定支援研修 第１章15頁より引用



令和4年度厚生労働省委託事業成年後見制度利用
促進現状調査事業成果物より引用



令和4年度厚生労働省委託事業成年後見制度利用
促進現状調査事業成果物より引用



令和4年度厚生労働省委託事業成年後見制度利用
促進現状調査事業成果物より引用



令和4年度厚生労働省委託事業成年後見制度利用
促進現状調査事業成果物より引用



令和4年度厚生労働省委託事業成年後見制度利用
促進現状調査事業成果物より引用



令和4年度厚生労働省委託事業成年後見制度利用
促進現状調査事業成果物より引用



厚生労働省「後見人等への意思決定支援研修」スライドより引用



厚生労働省「後見人等への意思決定支援研修」スライドより引用



厚生労働省「後見人等への意思決定支援研修」スライドより引用



厚生労働省「後見人等への意思決定支援研修」スライドより引用



厚生労働省「後見人等への意思決定支援研修」スライドより引用



厚生労働省「後見人等への意思決定支援研修」スライドより引用



厚生労働省「後見人等への意思決定支援研修」スライドより引用



厚生労働省「後見人等への意思決定支援研修」スライドより引用



本人の選好や価値観を把握するためのツールの例

認知症の人の日常生活・社会生活における
意思決定支援ガイドライン 読み方と活かし方

英国スコットランドで開発された本人の思いや価値観を見える化し、本人自身が「考
える」ことを支援するためのツール。クラウドファンディングを活用し、「健康とウェルビーイ
ングのフルセット」、「子ども・青少年との対話フルセット」の日本語版が開発された。ガイドラインの補助説明・実践事例などを収載

絵カードツールの例

絵カードツール



厚労省ポータルサイト「成年後見はやわかり」
https://guardianship.mhlw.go.jp/

意思決定支援の基本的考え方～だれもが「私の人生の主人公は、私」～

ご本人らしい生き方にたどり着く「意思決定支援のために」
https://guardianship.mhlw.go.jp/guardian/awareness/


